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「対面調査」の刈払機の事故事例では、「斜面・法面での作業姿勢不安定」の事故が約40

度以上の場所で起こっている。このような事実を前提とするなら、圃場整備の際に、法面

の傾斜と40度以下とするか、途中に小段を設ける等の設計基準が必要である。

＜暗い施設＞

図は、100ｔ入る籾の貯留タンクのタン

ク下に潜り込んで、籾循環用のチェーンに

詰まったゴミを指で掻き出していて、チェ

ーンに触れ指先を断裂した事故である。

チェーンの動きを止めると、再起動に多

くの時間が取られるので、チェーンを動か

したままで、ゴミを掻き出していた。

このように、時々タンクの下に潜らなけ

ればならないのであるが、照明が全くなく、

懐中電灯のみが頼りである。巨大な施設で

あり、時々トラブルが発生して照明が必要

であるが、この施設の建設時に照明が設置

されていない。

もちろん、利用者が設置すればいいので

あるが、施設基準として当然、事前に照明

は設置しておくべきである。

このような事例は、「チェーンを止めず

に作業した奴が悪い」で片付けられているのが現状である。

農作業の施設には、照明が不足している事例が多数認められる。新しく建てられた営農

組織の農機の格納倉庫でも、他産業の工場のように十分な照明が確保されている例は少な

い。まして、一般農家では、過去に裸電球程度の納屋の電球を蛍光灯につけ替えた程度の

照明で、隅々まで明かりが届いていない例が一般的である。

＜牛舎の照明＞

産業衛生における使用度の基準は、「精密な作業は、300ルックス以上、普通の詐欺要

は150ルックス以上、粗な作業は70ルックス以上」と定められている。しかし、一般的に

牛舎の照明は暗いところが多い。
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今回、九州の畜産農家の何軒かにおいて、牛舎の照度を測定させてもらった。そのうち

の一例を次ぎに示す。（左図：牛舎全景，右図牛舎内）対頭式の繋ぎ飼いである。

次の表とグラフは、牛舎内の照度である。左右の作業通路の照度は、一部低いところも

あるが概ね「普通作業では150ルックス以上」となっている。ところが、給餌などをする

中央の作業通路などでは、「粗なる作業は70ルックス以上」の照度がほとんど確保されて

いない。この畜産農家はベテランの方であり、かつ農作業安全にも大変熱心な方である。

このような方の牛舎でも、照度が十分でないと言う事は、やはり牛舎の設計基準が、「安

全」の視点で十分吟味されていないためと考えられる。

特に牛の視力は、0.04程度と言われている。視力が十分でない牛に、牛に近づく時に近

づくサインをしっかり牛に送らないと、暗い中でいきなり近づくと当然、排除行動として、

蹴飛ばしたり、体当たりをすることになる。

今まで、多くの牛舎を見てきたが、圧倒的に暗い牛舎が多い。ある酪農の研究者の話で

は、牛は明るい方が乳量も多くなる、との報告があるとのことである。照度を確保するこ

とで、乳量も増えかつ安全を確保されるのであれば、もう少し照度に配慮した設計基準を

一般化してもいいのではないだろうか。

（３）お題目だけの「人はエラーを起こすことを前提に安全対策を」

以上紹介した事例は、極めて限られた事例である。実際には、多くの農作業現場で「欠

陥環境」や「欠陥機械・道具」が放置されている。

農道の道幅は、一時代前の小型の耕耘機やトラクターを前提した狭く、また交差点も狭

く、現在の大型機械が走行するには、極めて危険である。用水は整備されていても、橋は

中央作業通路の照度
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架けられておらず、高齢者が飛び越えるには危険すぎる状態。中山間地だけでなく、全国

至る所に存する傾斜地。

都会では、「お年寄りや障害者に優しい街作りを！」が叫ばれ、スロープや緩い階段な

どの設置が積極的に進められている。「高齢者の職場」である農村にそのまま当てはまる

考え方であるが、実際の整備は進んでいない。

また、施設環境も十分ではない。

施設の２階に上がるのに手すりのついた階段がなく、また２ｍ以上の高さの２階部分に

は、安全柵が設けてない。照明も不十分。このような農作業環境が他産業に比較して、極

めて劣悪である。だが、これらの農作業用の施設の設置基準には、農作業の安全基準が盛

り込まれていない。

また、農業機械や農業資材もしかりである。

４ｍの高さにあるトラ

ンスミッションの調整に

日常的に昇り降りしなけ

ればならないバーンクリ

ーナー、しかし、昇り降

りするための手すりのつ

いた階段は設置されてい

ない。他産業では1.5mの

高さの昇降には90cmの手

すりのついた階段の設置

を、となっているが、農

業機械には、その基準が

適用されていない。大型

の農業機械の昇降にはス

テップが不可欠であるが、階段状となっておらず、ステップの踏み外し等の事故が頻発し

ている。

重量物の運搬についても問題が放置されている。米の袋は30kgが基本である。産業衛生

の重量物運搬の考えは、重量は「成人男子の体重40％」以下が基準である。となると、80

kgの男性で80kg×0.4＝32kgであり、体重80kg以上の人でないと米袋を持つことが許され

ない。この産業衛生の基準に配慮して、米袋の重量を下げよう、との動きは全くない。単

に「機械を使って動かしましょう」や「米袋など思いものを持ち上げるときは、腰をしっ

かり下ろして、体に密着させてもちあげましょう」が声高に叫ばれている。

つまり、機械や道具、資材などを安全に設計したり、安全基準を徹底するのではなく、

欠陥環境、欠陥機械・道具等を放置したまま、「ミスしないように作業しましょう」が中

心となっている。

農作業におけるリスクアセスメントを行うには、まず「環境」について、当該の農作業

を行う上で危険きわまりない農業環境をハザードマップなどで洗い出し、次いで「物（機

械・道具・農業資材）」の欠陥をチェックリストなどを用いて十分に見極めることが必要

ﾊﾞｰﾝｸﾘｰﾅｰ

ﾐｯｼｮﾝ

ﾐｯｼｮﾝ付近に詰まった藁を取り除き、ﾊﾞｰﾝｸﾘｰﾅｰを降りる際に、
ｽｸﾚｰﾊﾟｰに足を引っかけ、約４ｍ下に墜落。頭蓋骨骨折等々。
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である。これらのハザードマップやチェックリストで上げられた課題をまずは、対策を取

り、解決することを最優先とすることから始めることが、日本の農作業におけるリスクア

セスメントを行う、最も重要な点と考える。

（４）人の評価のポイント、毎年老化する高齢者を中心に考える

人については、日本の農業従事者の７割が他産業ではリタイアした、60歳以上の高齢者

である。まさに、ヒューマンエラーを防ぎたいがそのエラーを起こしやすい高齢者が農業

の中心である。もちろん、これら潜在的にエラーをおこしやすい高齢者を農作業現場から

排除すれば事故は極端に減少する。

次の図は、農水省の農作業における死亡事故の年齢別割合の推移を示したものである。

他産業と同じように農業従事者について60歳定年とすれば、年間死亡者約400人のうち88.

6％、約350人減少し、50人前後となる。70歳以上でも66.3％、３分の１を占め、さらに80

歳以上でも34.3％と３分の１を占めている。

次のグラフは、1975年の農業就業人口当たりの年代別死亡率をそれぞれ100として、30

年後の2005年の年代別死亡率の増減を示したものである。50歳代未満では減少しているが、

50歳代で約1割の増加。特に60歳代以上では2.6倍に増加している。

改めて述べるが、この比較は1975年と2005年の農業就業事項当たりの年代別死亡率を比

較をしたものである。高齢の農業従事者の絶対数が増えたために増加したのではなく、30

年前より「60歳以上の年代では2.6倍死亡率が高くなった、すなわち死にやすくなった」

ことを示している。

この原因は、前項でも述べたとおり農作業現場の「環境」、「物（農業機械、用手具、

農業資材など）」が、他産業と同様に、常に安全に向かって改善され、対策がとられてい

ないためである。加えて農業従事者の高齢化が進んだのにも関わらず、「環境」、「物（農

業機械・用手具・農業資材など）」が高齢者対応されず、放置されてきたことに起因する

農作業死亡事故者の高齢者割合の推移
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と考えられる。国でも、高齢者や女性が使いやすい機械の開発に何度も取り組んで来てい

るが、不十分なままである。

農作業におけるリスクアセスメントを行う際に、「人」の評価は、運転能力が十分であ

るとか、機械の知識が十分か等の評価の前に、「環境」、「物」が高齢者に適切に対応した

状態であるかを常に念頭に置いて、評価する必要がある。この点をなおざりにして、「人」

の評価、アセスメントを行ってはならない。

＜「モグラ叩き」による「認知・判断・操作」の能力の評価＞

現在、70歳以上の高齢ドライバーの免許証更新には「高齢者講習」の受講が義務づけら

れている。主に認知機能に関するペーパーテストおよび動体視力や反応速度を測定して、

認知機能が低下しているとされると、医師の診断を受け、問題があれば免許取り消しとな

る。しかし、現在、この高齢者講習で、「ＯＫ」とされた多くの高齢ドライバーが、高速

道路の逆走やブレーキとアクセルを踏み間違えて、歩行者を跳ねたりコンビニに飛び込ん

だりして、多数の人身事故を引き起こしている。

ところで、人間が車やトラクターを運転していて危険を回避するためには、危険を「認

知」し、どうすれば危険を回避できるか「判断」し、そして車やトラクターを危険から脱

出するように間違いなく「操作」することが必要である。

つまり、「認知⇒判断⇒操作」の一連の流れが滞りなく行われなければならない。残念

ながら車の「高齢者講習」では、「認知⇒判断⇒操作」の流れを適切に評価されていると

はいえない。

我々は、農業機械を操作する際にも、この「認知⇒判断⇒操作」の流れがスムーズに行

われる事が必要であり、この「認知⇒判断⇒操作」の能力を評価する方法について検討し、

「モグラ叩き」ゲームを応用したコンピューターソフトを開発した。

この「モグラ叩き」では、叩くと２点を獲得出来るモグラのキャラクター、１点のみの

年代別、農業従事者当たりの死亡率の増減
（1975年を100として2005年の死亡率の増減％）
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キャラクター、逆に、マイナス１点、マイナス２点のキャラクターのモグラが次々と出て

くる。１分間で終了し、各キャラクターの得点と合計点数が示される。

この「モグラ叩き」では、高い得点のモグラを「認知」し、叩くという「判断」をし、

実際に叩くという「操作」を伴い「認知⇒判断⇒操作」の一連の流れを評価する。得点が

高い方が当然いいのだが、高くても、マイナスのキャラクターを多く叩いているか、つま

り誤操作が多いか否かも評価できる。

現在、農業機械の操作や、車の運転での危険体験などを含めたアンケート用紙にて、年

齢ごとの標準線の作成を行っている。将来的には、このテストを健康診断の時に実施し、

毎年の「認知⇒判断⇒操作」の能力の低下状況を自ら判断し、「こんなに低下しているの

だったら、もっと注意をしてトラクターに乗ろう」や「もう、こんなに衰えているのだっ

たら、トラクターの運転を辞めよう」との判断に利用できればと考えている。

（５）農作業におけるリスクアセスメントでは

欠陥環境、欠陥機械・道具等を最優先に評価をする

このような現状を踏まえ、今回の「農作業におけるリスクアセスメント」については、

他産業の考え、「環境」、「物」、「人」の課題をそれぞれ並列的にとらえるのでは無く、次

図のごとく、まずチェックリストやハザードマップによって①環境について評価を行い、

次いで②機械について評価し、この両者をもってまず中間評価を行い、リスク回避の方策

や減災対策を立案し、実行する。その上で③人の評価を入れ、最終評価を行い、さらにリ

スク回避、減災対策を立てるとした。

一見、「環境」、「物」、「人」の課題をチェックリストで検討する点では他産業のやり方

とほとんど差が無いように思える。しかし、最初に「環境」の欠陥、「農業機械・道具」

の欠陥について正しく評価をすることを最優先する手順については、これまでのリスクア

セスメントの手順と根本的に異なる。

今までの農作業安全についての考え方は、与えられた環境、与えられた機械や道具をい

かに不具合無く、安全に使いこなすかに焦点が絞られている。そのため、例えば「機械の

取り扱い説明書をしっかり読む」ことが優先され、事故が起こると、最終的には「取り扱

い説明書を十分に読まずに作業をした奴が悪い」、とされている。

以上の議論から、今回のアセスメント表の手順作成に当たっては、検討委員会の委員の

１人である、滋賀医科大学 衛生学の垰田和史准教授より提案された、

まず最初に、

①環境の評価

②物（機械・道具等）の評価

を行った後に、これらをもって中間評価し、リスク回避方策の立案・減災対策の立案を

まず行い、実際に取れる対策を施し、その後に

③人の評価

を行い、先の中間評価と併せて最終評価によるリスク回避・減災対策を立案することと

した。
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今回の「農作業におけるリスクアセスメント」において、まず「環境」、「物」の評価

を最優先に実施することとした理由の一つは、これほど農業従事者が高齢化しているにも

かかわらず、環境や物（農機・農具など）の高齢者仕様化が極端に遅れていることにもよ

る。

もし、人の評価を環境や物の評価と同列に置くと、結局、「ヒューマンエラーを起こし

やすい高齢者を農作業現場から排除すればいい」や、「あれもこれもチェック、チェック」、

「点検、点検」となる。

なお、以上の結論に至るまで、多くの議論が委員会、検討会で交わされた。このように、

３つの要因を並列ではなく、階層的な構造にした考え方は、国際的にも類を見ないもので

あろう。が、これこそ我が国の現状に極めてマッチした考え方であると言える。

もちろん、他産業では、公平に「環境」、「物（機械・道具）」、「人」の問題点が検討・

評価されている。

農村は高齢者の職場

環境や機械・道具も高齢者仕様に

①環境

③人

②物

Ⅰ．中間評価
対策

Ⅱ．最終評価
対策

ハザードマップ・チェックリスト

チェックリスト
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５．「リスクアセスメント」の手法をいかに農村現場に普及するか

（１）専門の農作業安全推進員の育成

日本の農業形態の圧倒的多くは、個人経営・家族経営である。いわゆる法人組織は、全

体の1.3％に過ぎない。法人組織であれば、当然労働安全衛生法や同衛生規則により、様

々な規制を受け、かつ安全対策を講じる義務がある。当然、衛生管理者（安全管理者）な

どももうける必要があり、このような立場の人間が、その法人の安全管理を推進する核と

なりうる。

しかし、残念ながらその他の圧倒的多数の経営体は、個人経営・家族経営である。また、

兼業農家も多く、安全管理は２の次、３の次に成らざるを得ない状況にある。

そこで、これからは一定の農作業安全の教育・研修を受けた人たちが、個別農家や法人

化されていない営農組織などに出向き、今回作成のリスクアセスメント等を用いて安全管

理を行うこととしたい。この「一定の農作業安全の教育・研修を受けた者」を「農作業安

全指導士」としての資格を付与し、個別農家や法人化されていない営農組織の安全管理を

サポートする人材として育成することとしたい。

つまり、次のような農作業安全を担う人材を育成する。

①農業法人における衛生管理者、安全管理者の配置と教育

②「農作業安全指導士」の育成⇒個別農家、法人化されていない組織などで安全管理

の指導や支援に当たる

②の「農作業安全指導士」の育成については、全国農作業事故対策協議会会長・藤原秀

臣先生（日本農村医学会・名誉理事長、土浦協同病院名誉院長）の以前からの提案である。

ヨーロッパの先進国では、農業専攻者に「職業安全保健教育」を実施し、またオランダ

やドイツでは専門の農作業安全指導官を設け、農作業安全推進を支援している。

この案は、日本農村医学会と交流している韓国農村振興庁で早速取り入れられ、「農作

業安全保健技師」を国家資格証新設が決定され（2014.12）、既に初級者養成教育が開始

数

1,643,158

法人組織 21,627 1.3

法人化していない 13,602 0.8

地方公共団体等 337 0.0

1,678,724

日本農業の経営形態

（2010年　世界農業センサス）

％

97.9

2.1

100.0

個人経営体

合計

組織
経営

経営形態
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され、2017年より実際に運用される予定である。

個別農家が、専門の農作業安全の知識を身に付けることは重要ではあるが、現実的には

困難である。現在の農業就業者は７割が60歳以上である。詳細なリスクアセスメント表を

使いこなすに至るにはかなりの訓練を要する。

その点、専門知識を身に付けた「農作業安全指導士」が個別農家を巡回、指導すること

は可能である。この資格を、都道府県の農業関係の指導員、農協の営農指導員、農業機械

士会会員等に取得してもらい全国的に活躍していただく体制を取ることが重要である。

また、法人組織の代表、ならびに衛生・安全担当者にも取得してもらう、このようなこ

とで、全国的な安全推進の体制を築き上げることとしたい。

このような「農作業安全指導士」（仮称）の育成のためには、育成プログラム、教育資

材、また資格試験の方法等の準備を要する。身近な都道府県や農協の営農指導員、法人な

どの経営者、安全衛生担当者等に受講、受験してもらうのは当然のこととし、農業大学校

等の授業でもこれまで以上に充実した必須カリキュラムとしてもらいたいものである。

（２）改善策の普及

「農作業におけるアセスメント」を実施したとしても、リスクの回避や減災対策が立た

なければ、机上の空論となる。

平成23年～26年度の4年間に575件、さらに今年度調査の55例を加えると630例の「農作

業事故の対面調査」を実施した。この調査では、事故に遭った方が、その後対策として取

られた事例が数多く含まれている。これらをグッドプラクティスとして、整理し例示する

ことは重要なことである。平成26年度の当該調査の報告書においても、一覧表として表示

したが、今年度においては、これらの項目について、個別に検討を行った。

また、地域で改善活動に取り組んでいる方々の報告および検討会を重ね、内容の充実を

図った。
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６．推進委員会・検討委員会などの開催

上記の論点や視点をまとめるため、推進委員会、検討委員会を以下の通り開催した。

＜１．推進委員会の開催＞

①第１回推進委員会 平成27年6月24日（水）、全国厚生連会議室

＜出席者＞

農林水産省 生産局 農産部 技術普及課生産資材対策室 室長 松 岡 謙 二

農林水産省 生産局 農産部 技術普及課 生産資材対策室機械

開発・安全指導班 安全指導係長 江 頭 知 穂

（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会 顧問 後 藤 博 俊

（公社）日本農業法人協会 （代理）事業課長 山 中 邦 夫

全国農業協同組合中央会 常務理事 大 西 茂 志

全国農業協同組合中央会 営農経済改革推進部営農経済改革推進課

審査役 早 川 至

全国共済農業協同組合連合会 （代理）全国本部 経営企画部

事業展開グループ主幹 福 島 啓 城

全国厚生農業協同組合連合会 経営支援部 部長 榛 葉 道 尚

（株）日本農業新聞 営農生活部 部長 堀 越 智 子

日本農村医学会 名誉理事長（総合病院土浦協同病院名誉院長） 藤 原 秀 臣

日本農村医学会 副理事長（岩手大学教授・保健管理センター長） 立 身 政 信

岩手大学 農学部教授 武 田 純 一

日本農村医学会 評議員（滋賀医科大学准教授） 垰 田 和 史

日本農村医学会 評議員（日本農村医学研究所客員研究員） 浅 沼 信 治

日本農村医学会 評議員（富山県農村医学研究所主任研究員） 大 浦 栄 次

(事務局）日本農村医学会 事務局長 常 松 敦 子

＜次第＞

報告：「介護・看護労働者の腰痛予防の進め方

ーリスクアセスメントの考え方を踏まえて－」

滋賀医大・垰田和史

報告を参考に、今後農作業におけるリスク、頻度、重症度の評価を様々な農作業にて行

うことを確認。

②第２回推進委員会 平成28年3月22日（水）、全国厚生連会議室

年間通じての事業の経過報告、「農業におけるリスクアセスメントの手順」の確認、今

後の普及策について検討、討論。
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＜２．各種検討会＞

「農作業における詳細な調査および分析」および「分析結果を踏まえた危険事

象の特定・保護方策の検討」会の開催

開催日

第１回：平成27年 8月12日 全国厚生連会議室

第２回： 〃 9月15日 全国厚生連会議室

第３回： 〃 11月18日 全国厚生連会議室

第４回：平成28年 2月5～6日 富山県・磯はなび

第５回： 〃 3月 7日 全国厚生連会議室

＜参加者＞（都合により、開催日によっては欠席あり）

（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会 顧問 後 藤 博 俊

労働安全衛生総合研究所 部長 梅 崎 重 夫

(公)社団 日本農業法人協会 参事 本 山 浩 樹

富山県産業保健総合支援センター 所長 鏡 森 定 信

日本農村医学会 名誉理事長（総合病院土浦協同病院名誉院長） 藤 原 秀 臣

日本農村医学会 副理事長（岩手大学教授・保健管理センター長） 立 身 政 信

岩手大学 農学部教授 武 田 純 一

日本農村医学会 評議員（滋賀医科大学准教授） 垰 田 和 史

日本農村医学会 評議員（日本農村医学研究所客員研究員） 浅 沼 信 治

日本農村医学会 評議員（富山県農村医学研究所主任研究員） 大 浦 栄 次

(事務局）日本農村医学会 事務局長 常 松 敦 子

検討会では、農作業におけるリスクをどのように抽出するか、そのリスクの頻度計算を

どのようにするか、さらにそれらのリスクによる事故において、どの程度の重大な事故・

重症度を判定するかについて検討された。
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＜「物（農機具，農業資材）」、「環境」、「人・組織」、「マネジメント」の改善点の

検討会＞

開 催 日：平成28年1月26日～28日

開催場所：全国厚生連会議室

＜参加者＞

日本農村医学会 副理事長（岩手大学教授・保健管理センター長） 立 身 政 信

岩手大学 農学部教授 武 田 純 一

日本農村医学会 評議員（滋賀医科大学准教授） 垰 田 和 史

日本農村医学会 評議員（日本農村医学研究所客員研究員） 浅 沼 信 治

日本農村医学会 評議員（富山県農村医学研究所主任研究員） 大 浦 栄 次

(事務局）日本農村医学会 事務局長 常 松 敦 子

北海道農作業安全運動推進本部 事務局長 舘 山 則 義

ホクレン 馬 渕 彰 司

十勝・畑作農家 箕 浦 邦 雄

ＪＡえちご上越営農サポートセンター 清 水 薫

信州大学農学部特任教授 木 村 和 弘

鹿児島県曽於畑地かんがいセンター 技術専門員 樋 高 二 郎

次 第

開 催 日：平成28年 1月26日（火）13:30～28日（木）16:00

開催場所：全国厚生連 会議室

１月２６日 13:00～17:00

＊一覧表の項目毎に、課題の整理と新たな問題、改善提案の検討

１月２７日 9:00～12:00

＊前日の続き

１月２７日 13:00～17:00

＊４人の方からの農作業改善実践報告、それぞれ約40分の報告、約15分の質疑

（１）信州大学特任教授 木村和弘

「作業環境の改善と物（農機等）、人のミスマッチを無くする課題」

（２）えちご上越農協 営農サポートセンター 清水 薫

「えちご上越農協における農作業安全の取り組み

－組合員の安全研修、法人組織での取り組み－ 」

（３）鹿児島県大隅地域振興局 農林水産部

曽於畑地かんがい農業推進センター
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農業普及課 経営普及係 技術専門員 樋高 二郎

「鹿児島県での地域における農作業安全の取り組み」

（４）北海道十勝 Minoura Farm 箕浦 邦雄

「私の農作業安全の取り組み」

１月２８日 9:00～16:00

＊前日の報告を受けての検討会

以下に、検討結果について報告する。




